
2021年 2月 12日 

 

＜個人のお客さま＞ 

紙の取引照合表発行の取りやめのお知らせ 

 

 

 常陽銀行は、お客さまの利便性向上および環境保全活動の一環として、デジタル技術を

活用した紙資源の削減に取り組んでおります。 

 こうした取り組みの一環として、2021 年 4 月分の入出金明細から紙の取引照合表の発行を

取りやめることとしましたのでお知らせいたします。なお、従来どおり紙の取引照合表を

ご希望のお客さまには、2021 年 4 月分から有料で発行させていただきます。 

当行では、個人のお客さま向けに、スマートフォン専用の「常陽銀行通帳アプリ」をご案内

しております。本アプリをご利用いただくことにより、いつでも、どこでも口座の残高照会や

入出金の明細照会が可能になりますので、紙の取引照合表に代えて「常陽銀行通帳アプリ」の

利用をご検討いただきますようお願い申しあげます。 

  

記 

 

1．実施日 

  2021年 4月 1日（木） 

 

2．実施内容 

(1)個人のお客さまにおける紙のお取引照合表の発行を原則取りやめます。 

(2)紙による「普通預金お取引照合表」「貯蓄預金取引照合表」および「当座勘定取引

照合表」の受け取りを継続希望されるお客さまは、1 枚あたり照合表発行手数料

200 円（消費税別）が必要となります。 

 

 

以上 

 


